
塩谷町　法適用処分一覧表　【申請に対する処分】

№ 処分の概要 法令名称 根拠条項 備考
標準処理期

間
処分ID(法
適用)

県特例条
例関連

令和７年
度更新

個票

◎総務課

1 職員団体等の規約の認証
職員団体等に対する法人格の付与に関す
る法律

第5条 60日 191 →個票

2 地縁による団体の認可 地方自治法 第260条の2第1項 60日 246 更新 →個票

3 告示事項に関する証明書の交付 地方自治法
第260条の2第12
項

15日 247 →個票

4 地縁による団体の規約の変更の認可 地方自治法 第260条の3第2項 30日 248 →個票

5
地縁による団体の解散後の財産の処分の
認可

地方自治法
第260条の31第2
項

50日 249 →個票

6
条例制定又は改廃請求代表者証明書の交
付

地方自治法施行令 第91条第2項 15日 250 →個票

7 職員団体の登録 地方公務員法 第53条第5項 30日 244 →個票

8 非常災害の際の土地の使用に係る許可 土地収用法 第122条第1項
設定なじま
ない（通知
より）

318 →個票

9
非常災害の際の土地の使用に係る許可（第
122条第1項の準用）

土地収用法 第138条第1項
設定なじま
ない（通知
より）

319 →個票

10 罹災証明書の交付 災害対策基本法 第90条の2第1項 15日 1653 →個票

11

公用等に供する土地を含む土地の一定の
地域を定める承認(国土交通省所管の国有
財産(河川法第100条第1項に規定する準用
河川の用に供されているもの及び道路法第
8条第1項に規定する市町村道の用に供さ
れているもの(同法第92条第1項の規定によ
り不用物件となったものを含む。)で、県が管
理するものに限る。)に限る。)

土地改良法

第5条第6項(第48
条第9項(第84条に
おいて準用する場
合を含む。)、第84
条、第85条第5
項、第85条の2第5
項、第85条の3第4
項及び第10項、第
87条の2第10項、
第87条の3第7項、
第88条第6項及び
第18項、第96条の
2第7項並びに第
96条の3第5項に
おいて準用する場
合を含む。)

30日 3031 ○ →個票

12

土地改良事業（変更後の土地改良事業計
画に係る土地改良事業を含む。）の施行に
よりその地域に編入すべき土地で公用等に
供するものに係る承認(国土交通省所管の
国有財産(河川法第100条第1項に規定する
準用河川の用に供されているもの及び道路
法第8条第1項に規定する市町村道の用に
供されているもの(同法第92条第1項の規定
により不用物件となったものを含む。)で、県
が管理するものに限る。)に限る。)

土地改良法施行規則
第69条第4号及び
第75条の2の2第5
号

30日 3032 ○ →個票

13
火薬類の消費の許可(煙火の消費に係るも
のに限る。)

火薬類取締法 第25条第1項 30日 3045 ○ →個票

◎管理課

14 行政財産の使用許可 地方自治法 第238条の4第7項 15日 245 部変 →個票

15 臨時運行の許可 道路運送車両法 第34条第2項 3日 262 部変 →個票

◎企画調整課

16 設備整備計画の認定
農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生
可能エネルギー電気の発電の促進に関す
る法律

第7条第3項 60日 1666 更新 →個票

17 設備整備計画の変更
農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生
可能エネルギー電気の発電の促進に関す
る法律

第8条第1項 60日 1667 →個票

18
特定非営利活動法人設立の認証(2以上の
市町村の区域内に事務所を設置する特定
非営利活動法人に係るものを除く。)

特定非営利活動促進法 第10条第1項 30日 3001 ○ →個票

19
定款の変更の認証(2以上の市町村の区域
内に事務所を設置する特定非営利活動法
人に係るものを除く。)

特定非営利活動促進法 第25条第3項 30日 3003 ○ →個票

20
解散の認定(2以上の市町村の区域内に事
務所を設置する特定非営利活動法人に係
るものを除く。)

特定非営利活動促進法 第31条第2項 30日 3004 ○ →個票

21
残余財産譲渡の認証(2以上の市町村の区
域内に事務所を設置する特定非営利活動
法人に係るものを除く。)

特定非営利活動促進法 第32条第2項 30日 3005 ○ →個票

22
合併の認証(2以上の市町村の区域内に事
務所を設置する特定非営利活動法人に係
るものを除く。)

特定非営利活動促進法 第34条第3項 30日 3006 ○ →個票

◎くらし安全課

23 犬の登録及び鑑札の交付 狂犬病予防法 第4条第2項 7日 353 部変 →個票

24 犬の予防注射済票の交付 狂犬病予防法 第5条第2項 7日 354 部変 →個票

25 犬の鑑札の再交付 狂犬病予防法施行令 第1条の2 7日 355 部変 →個票

26 犬の予防注射済票の再交付 狂犬病予防法施行令 第3条 7日 356 部変 →個票
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27 一般廃棄物収集・運搬業の許可 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第7条第1項 30日 333 更新・部変 →個票

28 一般廃棄物収集・運搬業の許可の更新 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第7条第2項 20日 1455 部変 →個票

29 一般廃棄物処分業の許可 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第7条第6項 30日 334 部変 →個票

30 一般廃棄物処分業の許可の更新 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第7条第7項 20日 1456 部変 →個票

31 一般廃棄物収集・運搬業の変更の許可 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第7条の2第1項 30日 335 更新・部変 →個票

32 一般廃棄物処分業の変更の許可 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第7条の2第1項 30日 336 部変 →個票

33 再生利用一般廃棄物・運送業者の指定
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行
規則

第2条第2号 30日 337 部変 →個票

34 再生利用一般廃棄物処分業者の指定
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行
規則

第2条の3第2号 30日 338 部変 →個票

35 排水設備の設置の承認 浄化槽法 第12条の10第1項 30日 1862 部変 →個票

36 浄化槽清掃業の許可 浄化槽法 第35条 30日 181 部変 →個票

37 事業の転換に関する計画の認定
下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業
等の合理化に関する特別措置法

第7条第1項 30日 35 部変 →個票

38 事業転換計画の変更の認定
下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業
等の合理化に関する特別措置法施行規則

第5条第3項 30日 36 部変 →個票

◎住民課

39 障害年金等の給付 予防接種法 第15条第1項 30日 341 →個票

40 埋葬、火葬又は改葬の許可 墓地、埋葬等に関する法律 第5条第1項 1日 339 →個票

41 一部負担金の減額、免除及び徴収猶予 国民健康保険法 第44条第1項 30日 514 →個票

42 療養費の支給 国民健康保険法 第54条第1項 90日 158 更新 →個票

43 特別療養費の支給 国民健康保険法
第54条の3第1項
及び第2項

90日 159 更新 →個票

44 移送費の支給 国民健康保険法 第54条の4第1項 90日 160 →個票

45 特別療養給付の支給 国民健康保険法 第55条第1項 90日 161 →個票

46 高額療養費の支給 国民健康保険法 第57条の2第1項 30日 162 →個票

47 高額介護合算療養費の支給 国民健康保険法 第57条の3第1項 30日 1283 →個票

48
特定疾病給付対象療養に係る市町村又は
組合の認定

国民健康保険法施行令 第29条の2第7項 7日 1539 →個票

49 特定疾病に係る市町村又は組合の認定 国民健康保険法施行令 第29条の2第8項 7日 165 →個票

50 資格確認書の交付 国民健康保険法施行規則 第6条第2項 30日 1969 追加 →個票

51 資格確認書の再交付 国民健康保険法施行規則 第7条第3項 7日 1284 更新 →個票

52
被保険者の資格に係る事実を記載した書面
の交付

国民健康保険法施行規則
第7条の2の2第2
項

30日 1970 追加 →個票

53 高齢受給者証の交付 国民健康保険法施行規則 第7条の4第1項 30日 1285 更新 →個票

54 高齢受給者証の再交付 国民健康保険法施行規則 第7条の4第4項 7日 1286 →個票

55 食事療養減額認定証の交付 国民健康保険法施行規則 第26条の3第2項 7日 163 更新 →個票

56 食事療養減額認定証の再交付 国民健康保険法施行規則 第26条の3第5項 15日 1120 →個票

57 食事療養標準負担額減額の特例 国民健康保険法施行規則 第26条の5第1項 7日 164 →個票

58 生活療養減額認定証の交付 国民健康保険法施行規則
第26条の6の4第2
項

7日 1891 更新・部変 →個票

59
生活療養減額認定証の再交付（第26条の3
第5項の準用）

国民健康保険法施行規則
第26条の6の4第4
項

7日 1889 →個票

60 特定疾病受療証の再交付 国民健康保険法施行規則 第27条の13第8項 7日 1287 →個票

61 限度額適用認定証の交付 国民健康保険法施行規則
第27条の14の2第
2項

30日 1288 更新 →個票

62
限度額適用認定証の再交付（第26条の3第
5項の準用）

国民健康保険法施行規則
第27条の14の2第
5項

7日 1289 →個票

63 限度額適用認定証の交付 国民健康保険法施行規則
第27条の14の4第
2項

30日 1971 追加 →個票

64
限度額適用認定証の再交付（第26条の3第
5項の準用）

国民健康保険法施行規則
第27条の14の4第
4項

7日 1972 追加 →個票

65 限度額適用・減額認定証の交付 国民健康保険法施行規則
第27条の14の5第
2項

30日 1973 追加 →個票

66
限度額適用・減額認定証の再交付（第26条
の3第5項の準用）

国民健康保険法施行規則
第27条の14の5第
4項

7日 1974 追加 →個票

67 特別療養証明書の交付 国民健康保険法施行規則 第28条第2項 30日 1291 更新 →個票

68 特別療養証明書の再交付 国民健康保険法施行規則 第28条第6項 7日 1292 →個票

69
墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可及
び施設等の変更等の許可

墓地、埋葬等に関する法律 第10条 30日 3080 ○ →個票

◎税務課
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70
譲渡宅地造成における優良宅地の供給寄
与に係る認定

租税特別措置法
第28条の4第3項
第5号イ

30日 3018 ○ →個票

71
新築の優良住宅における供給寄与に係る
認定

租税特別措置法
第28条の4第3項
第6号

30日 3019 ○ →個票

72
一団の宅地造成の住宅建設における優良
宅地の供給寄与に係る認定

租税特別措置法
第31条の2第2項
第14号ハ

30日 3020 ○ →個票

73
一団の住宅又は中高層耐火共同住宅の建
設における優良住宅の供給寄与に係る認
定

租税特別措置法
第31条の2第2項
第15号ニ

30日 3021 ○ →個票

74
一団の宅地造成が住宅建設における優良
宅地の供給寄与に係る認定

租税特別措置法
第62条の3第4項
第14号ハ

30日 3022 ○ →個票

75
一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の
建設における優良住宅の供給寄与に係る
認定

租税特別措置法
第62条の3第4項
第15号ニ

30日 3023 ○ →個票

76
譲渡宅地造成における優良宅地の供給寄
与に係る認定

租税特別措置法
第63条第3項第5
号イ

30日 3024 ○ →個票

77
新築の優良住宅における供給寄与に係る
認定

租税特別措置法
第63条第3項第6
号

30日 3025 ○ →個票

◎福祉課

78 移動等円滑化経路協定の認可
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促
進に関する法律

第41条第3項 40日 1107 部変 →個票

79 移動等円滑化経路協定の変更認可
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促
進に関する法律

第44条第1項 40日 1108 部変 →個票

80 移動等円滑化経路協定の廃止認可
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促
進に関する法律

第48条第1項 40日 1109 部変 →個票

81
一の所有者による移動等円滑化経路協定
の認可

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促
進に関する法律

第50条第1項 40日 1110 部変 →個票

82
移動等円滑化施設協定の認可（第41条第3
項の準用）

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促
進に関する法律

第51条の2第3項 40日 1848 部変 →個票

83
移動等円滑化施設協定の変更認可（第44
条第1項の準用）

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促
進に関する法律

第51条の2第3項 40日 1849 部変 →個票

84
移動等円滑化施設協定の廃止認可（第48
条第1項の準用）

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促
進に関する法律

第51条の2第3項 40日 1850 部変 →個票

85
一の所有者による移動等円滑化施設協定
の認可（第50条の準用）

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促
進に関する法律

第51条の2第3項 40日 1851 部変 →個票

86 進学・就職準備給付金の支給 生活保護法 第55条の5第1項 30日 1823 更新・部変 →個票

87 障害児通所給付費の支給 児童福祉法
第21条の5の3第1
項

30日 1617 更新・部変 →個票

88 特例障害児通所給付費の支給 児童福祉法
第21条の5の4第1
項

30日 1618 更新・部変 →個票

89 通所給付決定の変更承認 児童福祉法
第21条の5の8第1
項

15日 1619 部変 →個票

90 高額障害児通所給付費の支給 児童福祉法
第21条の5の12第
1項

30日 1621 部変 →個票

91
放課後等デイサービス障害児通所給付費
等の支給

児童福祉法
第21条の5の13第
1項

30日 1622 部変 →個票

92 肢体不自由児通所医療費の支給 児童福祉法
第21条の5の29第
1項

30日 1623 更新・部変 →個票

93 障害児相談支援給付費の支給 児童福祉法 第24条の26第1項 30日 1624 部変 →個票

94 特例障害児相談支援給付費の支給 児童福祉法 第24条の27第1項 30日 1625 部変 →個票

95 指定障害児相談支援事業者の指定 児童福祉法 第24条の28第1項 30日 1626 部変 →個票

96 指定障害児相談支援事業者の指定の更新 児童福祉法 第24条の29第1項 15日 1627 部変 →個票

97 被保険者証の交付 介護保険法 第12条第3項 3日 377 更新・部変 →個票

98 要介護認定 介護保険法 第27条第1項
30日以内
(法第27条
第11項）

378 部変 →個票

99 要介護認定の更新 介護保険法 第28条第2項

30日以内
(法第28条
第4項にお
いて準用す
る法第27条
第11項）

379 部変 →個票

100 要介護状態区分の変更の認定 介護保険法 第29条第1項

30日以内
(法第29条
第2項にお
いて準用す
る法第27条
第11項）

380 部変 →個票

101 要支援認定 介護保険法 第32条第1項

30日以内
(法第32条
第9項にお
いて準用す
る法第27条
第11項）

381 部変 →個票

102 要支援認定の更新 介護保険法 第33条第2項

30日以内
(法第33条
第4項にお
いて準用す
る法第27条
第11項）

382 部変 →個票
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県特例条
例関連
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度更新

個票

103 要支援状態区分の変更の認定 介護保険法 第33条の2第1項

30日以内
（法第33条
の2第2項に
おいて準用
する法第32
条第9項に
おいて準用
する法第27
条第11項）

494 部変 →個票

104 介護保険サービスの種類の指定変更 介護保険法 第37条第2項 30日 383 部変 →個票

105 居宅介護サービス費の支給 介護保険法 第41条第1項 30日 384 部変 →個票

106 特例居宅介護サービス費の支給 介護保険法 第42条第1項 30日 385 部変 →個票

107 地域密着型介護サービス費の支給 介護保険法 第42条の2第1項 30日 496 部変 →個票

108 特例地域密着型介護サービス費の支給 介護保険法 第42条の3第1項 30日 497 部変 →個票

109 居宅介護福祉用具購入費の支給 介護保険法 第44条第1項 30日 386 部変 →個票

110 居宅介護住宅改修費の支給 介護保険法 第45条第1項 30日 387 部変 →個票

111 居宅介護サービス計画費の支給 介護保険法 第46条第1項 30日 388 部変 →個票

112 特例居宅介護サービス計画費の支給 介護保険法 第47条第1項 30日 389 部変 →個票

113 施設介護サービス費の支給 介護保険法 第48条第1項 30日 390 部変 →個票

114 特例施設介護サービス費の支給 介護保険法 第49条第1項 30日 391 部変 →個票

115 居宅介護サービス費等の額の特例 介護保険法 第50条 15日 392 部変 →個票

116 高額介護サービス費の支給 介護保険法 第51条第1項 30日 393 更新・部変 →個票

117 高額医療合算介護サービス費の支給 介護保険法 第51条の2第1項 30日 1132 部変 →個票

118 特定入所者介護サービス費の支給 介護保険法 第51条の3第1項 30日 498 更新・部変 →個票

119 特例特定入所者介護サービス費の支給 介護保険法 第51条の4第1項 30日 499 部変 →個票

120 介護予防サービス費の支給 介護保険法 第53条第1項 30日 394 部変 →個票

121 特例介護予防サービス費の支給 介護保険法 第54条第1項 30日 395 部変 →個票

122 地域密着型介護予防サービス費の支給 介護保険法 第54条の2第1項 30日 500 部変 →個票

123
特例地域密着型介護予防サービス費の支
給

介護保険法 第54条の3第1項 30日 501 部変 →個票

124 介護予防福祉用具購入費の支給 介護保険法 第56条第1項 30日 396 部変 →個票

125 介護予防住宅改修費の支給 介護保険法 第57条第1項 30日 397 部変 →個票

126 介護予防サービス計画費の支給 介護保険法 第58条第1項 30日 398 部変 →個票

127 特例介護予防サービス計画費の支給 介護保険法 第59条第1項 30日 399 部変 →個票

128 介護予防サービス費等の額の特例 介護保険法 第60条 15日 400 部変 →個票

129 高額介護予防サービス費の支給 介護保険法 第61条第1項 30日 401 更新・部変 →個票

130 高額医療合算介護予防サービス費の支給 介護保険法 第61条の2第1項 30日 1133 部変 →個票

131 特定入所者介護予防サービス費の支給 介護保険法 第61条の3第1項 30日 502 更新・部変 →個票

132
特例特定入所者介護予防サービス費の支
給

介護保険法 第61条の4第1項 30日 503 部変 →個票

133 指定地域密着型サービス事業者の指定 介護保険法 第78条の2第1項 30日 504 更新・部変 →個票

134
指定地域密着型サービス事業者の指定の
更新(第70条の2の準用）

介護保険法 第78条の12 15日 505 部変 →個票

135
複合型サービスに係る指定地域密着型
サービス事業者の公募指定

介護保険法 第78条の13第1項 30日 1595 部変 →個票

136 指定居宅介護支援事業者の指定 介護保険法 第79条 30日 1809 更新・部変 →個票

137 指定居宅介護支援事業者の指定の更新 介護保険法 第79条の2第1項 30日 1810 部変 →個票

138
指定地域密着型介護予防サービス事業者
の指定

介護保険法
第115条の12第1
項

30日 506 更新・部変 →個票

139
指定地域密着型介護予防サービス事業者
の指定の更新(第70条の2の準用）

介護保険法 第115条の21 15日 507 部変 →個票

140 指定介護予防支援事業者の指定 介護保険法
第115条の22第1
項

30日 508 更新・部変 →個票

141
指定介護予防支援事業者の指定の更新(第
70条の2の準用）

介護保険法 第115条の31 15日 509 部変 →個票

142 指定事業者の指定 介護保険法 第115条の45の5 30日 1718 更新・部変 →個票

143 指定事業者の指定の更新 介護保険法
第115条の45の6
第1項

30日 1719 部変 →個票

144 被保険者証の再交付 介護保険法施行規則 第27条第1項 30日 1087 部変 →個票
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塩谷町　法適用処分一覧表　【申請に対する処分】

№ 処分の概要 法令名称 根拠条項 備考
標準処理期

間
処分ID(法
適用)

県特例条
例関連

令和７年
度更新

個票

145 特定入所者の負担限度額の認定 介護保険法施行規則

第83条の6第1項
（第97条の4及び
第172条の2におい
て準用する場合を
含む。）

30日 1571 部変 →個票

146 負担限度額認定証の再交付 介護保険法施行規則

第83条の6第7項
（第97条の4及び
第172条の2におい
て準用する場合を
含む。）

15日 1568 部変 →個票

147
負担限度額及び特定負担限度額の差額の
支給

介護保険法施行規則

第83条の8第1項
（第97条の4及び
第172条の2におい
て準用する場合を
含む。）

30日 1574 部変 →個票

148 介護給付費等の支給
障害者の日常生活及び社会生活を総合的
に支援するための法律

第19条第1項 30日 515 部変 →個票

149 支給決定の変更
障害者の日常生活及び社会生活を総合的
に支援するための法律

第24条第1項 15日 516 部変 →個票

150 介護給付費又は訓練等給付費の支給
障害者の日常生活及び社会生活を総合的
に支援するための法律

第29条第1項 40日 1111 部変 →個票

151
特例介護給付費又は特例訓練等給付費の
支給

障害者の日常生活及び社会生活を総合的
に支援するための法律

第30条第1項 15日 1098 部変 →個票

152 介護給付費等の負担額の特例認定
障害者の日常生活及び社会生活を総合的
に支援するための法律

第31条 30日 1530 部変 →個票

153 特定障害者特別給付費の支給
障害者の日常生活及び社会生活を総合的
に支援するための法律

第34条第1項 40日 1112 部変 →個票

154 特例特定障害者特別給付費の支給
障害者の日常生活及び社会生活を総合的
に支援するための法律

第35条第1項 40日 1113 部変 →個票

155
地域相談支援給付費等の相談支援給付決
定

障害者の日常生活及び社会生活を総合的
に支援するための法律

第51条の5第1項 30日 1602 部変 →個票

156 地域相談支援給付決定の変更
障害者の日常生活及び社会生活を総合的
に支援するための法律

第51条の9第1項 30日 1603 部変 →個票

157 地域相談支援給付費の支給
障害者の日常生活及び社会生活を総合的
に支援するための法律

第51条の14第1項 30日 1605 部変 →個票

158 特例地域相談支援給付費の支給
障害者の日常生活及び社会生活を総合的
に支援するための法律

第51条の15第1項 30日 1606 部変 →個票

159 計画相談支援給付費の支給
障害者の日常生活及び社会生活を総合的
に支援するための法律

第51条の17第1項 30日 1607 部変 →個票

160 特例計画相談支援給付費の支給
障害者の日常生活及び社会生活を総合的
に支援するための法律

第51条の18第1項 30日 1608 部変 →個票

161 指定特定相談支援事業者の指定
障害者の日常生活及び社会生活を総合的
に支援するための法律

第51条の20第1項 30日 1609 部変 →個票

162 指定特定相談支援事業者の指定の更新
障害者の日常生活及び社会生活を総合的
に支援するための法律

第51条の21第1項 15日 1610 部変 →個票

163 自立支援医療費の支給認定
障害者の日常生活及び社会生活を総合的
に支援するための法律

第52条第1項 30日 517 部変 →個票

164 支給認定の変更
障害者の日常生活及び社会生活を総合的
に支援するための法律

第56条第1項 15日 518 部変 →個票

165 自立支援医療費の支給
障害者の日常生活及び社会生活を総合的
に支援するための法律

第58条第1項 40日 1114 部変 →個票

166 療養介護医療費の支給
障害者の日常生活及び社会生活を総合的
に支援するための法律

第70条第1項 40日 1115 部変 →個票

167 基準該当療養介護医療費の支給
障害者の日常生活及び社会生活を総合的
に支援するための法律

第71条第1項 40日 1116 部変 →個票

168 補装具費の支給
障害者の日常生活及び社会生活を総合的
に支援するための法律

第76条第1項 30日 519 部変 →個票

169 高額障害福祉サービス等給付費の支給
障害者の日常生活及び社会生活を総合的
に支援するための法律

第76条の2第1項 30日 1614 部変 →個票

170 受給者証の再交付
障害者の日常生活及び社会生活を総合的
に支援するための法律施行令

第16条 30日 1081 部変 →個票

171 地域相談支援受給者証の再交付
障害者の日常生活及び社会生活を総合的
に支援するための法律施行令

第26条の8 15日 1615 部変 →個票

172 医療受給者証の再交付
障害者の日常生活及び社会生活を総合的
に支援するための法律施行令

第33条第1項 30日 1080 部変 →個票

◎健康生活課

173
家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事
業の認可

児童福祉法 第34条の15第2項 30日 1724 更新・部変 →個票

174
家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事
業の廃止又は休止の承認

児童福祉法 第34条の15第7項 30日 1725 更新・部変 →個票

175 公私連携保育法人の指定 児童福祉法 第56条の8第1項 30日 1729 部変 →個票

176 通所受給者証の再交付 児童福祉法施行規則 第18条の6第9項 15日 1632 部変 →個票

177 児童手当の受給資格、額の認定 児童手当法
第7条第1項及び
第2項

30日 166 更新・部変 →個票

178 児童手当の増額改定 児童手当法 第9条第1項 30日 167 部変 →個票

179 未熟児に対する養育医療の給付の決定 母子保健法 第20条第1項 30日 368 部変 →個票

180
受給資格及び手当額の認定（住所変更後
の認定を含む。）

平成22年度等における子ども手当の支給に
関する法律

第6条 30日 1575 部変 →個票

181 子ども手当の増額の改定
平成22年度等における子ども手当の支給に
関する法律

第8条第1項 30日 1580 部変 →個票

182 妊婦給付認定 子ども・子育て支援法 第10条の9第1項 30日 1978 追加 →個票

183 教育・保育給付認定 子ども・子育て支援法
第20条第1項及び
第3項

申請のあっ
た日から30
日以内（第
20条第6項）

1733 部変 →個票
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塩谷町　法適用処分一覧表　【申請に対する処分】

№ 処分の概要 法令名称 根拠条項 備考
標準処理期

間
処分ID(法
適用)

県特例条
例関連

令和７年
度更新

個票

184 教育・保育給付認定の変更 子ども・子育て支援法 第23条第1項

申請のあっ
た日から30
日以内（第
20条第6項）

1734 部変 →個票

185 施設等利用給付認定 子ども・子育て支援法 第30条の5第1項

申請のあっ
た日から30
日以内（第
30条の5第5
項）

1852 部変 →個票

186 施設等利用給付認定の変更 子ども・子育て支援法 第30条の8第1項

申請のあっ
た日から30
日以内（第
30条の5第5
項）

1853 部変 →個票

187 特定教育・保育施設の確認 子ども・子育て支援法 第31条第1項 30日 1740 部変 →個票

188 特定教育・保育施設の確認の変更 子ども・子育て支援法 第32条第1項 15日 1741 部変 →個票

189 特定地域型保育事業者の確認 子ども・子育て支援法 第43条第1項 30日 1744 部変 →個票

190 特定地域型保育事業者の確認の変更 子ども・子育て支援法 第44条 15日 1745 部変 →個票

191 特定子ども・子育て支援施設等の確認 子ども・子育て支援法 第58条の2 30日 1855 部変 →個票

192 支給認定証の再交付 子ども・子育て支援法施行規則 第16条第1項 5日 1750 部変 →個票

◎産業振興課

193 山林原野等の伐除の許可 土地収用法 第14条第3項
14日（通知
による平均
日）

317 →個票

194 農地利用規約の認定 農住組合法 第13条第3項 30日 327 →個票

195
農業経営の改善及び安定のための計画の
認定

特定農山村地域における農林業等の活性
化のための基盤整備の促進に関する法律

第5条 30日 271 →個票

196
農林業等活性化基盤施設設置事業計画の
認定

特定農山村地域における農林業等の活性
化のための基盤整備の促進に関する法律

第7条 30日 272 →個票

197
農用地に係る土地改良事業の参加資格の
承認

土地改良法 第3条第1項第2号
7日（省令第
2条第3項）

307 →個票

198
農用地に係る土地改良事業の参加資格交
替の承認

土地改良法 第3条第2項

7日（前段の
み）（省令第
2条第3項・
令第1条の5
準用）

308 →個票

199
農用地の一時貸付に係る事業参加資格の
認定

土地改良法 第3条第3項 7日 309 →個票

200
農地中間管理機構の借受農用地に係る事
業参加資格の認定

土地改良法 第3条第4項 7日 310 →個票

201 農用地区域内における開発行為の許可 農業振興地域の整備に関する法律 第15条の2第1項 30日 1760 →個票

202 施設の配置に関する協定の認可 農業振興地域の整備に関する法律 第18条の2第1項 30日 325 更新 →個票

203 施設の維持運営に関する協定の認定 農業振興地域の整備に関する法律 第18条の12第1項 30日 326 →個票

204 農用地の保全等に関する協定の認定 集落地域整備法 第8条第1項 30日 177 →個票

205 農業経営改善計画の認定 農業経営基盤強化促進法 第12条第1項 30日 320 更新 →個票

206 農業経営改善計画の変更の認定 農業経営基盤強化促進法 第13条第1項 30日 321 修正・更新 →個票

207 青年等就農計画の認定 農業経営基盤強化促進法 第14条の4第1項 30日 1669 →個票

208 青年等就農計画の変更の認定 農業経営基盤強化促進法 第14条の5第1項 30日 1670 →個票

209 農用地利用規程の認定 農業経営基盤強化促進法 第23条第1項 30日 322 →個票

210 農用地利用規程の変更の認定 農業経営基盤強化促進法 第24条第1項 30日 323 修正 →個票

211
特定農用地利用規程の有効期間の延長の
承認

農業経営基盤強化促進法施行令 第12条ただし書 30日 324 →個票

212 事業計画の認定
農業の有する多面的機能の発揮の促進に
関する法律

第7条第5項 30日 1705 →個票

213 事業計画の変更認定
農業の有する多面的機能の発揮の促進に
関する法律

第8条第1項 15日 1706 →個票

214 経営改善計画の認定 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 第2条の5 30日 342 →個票

215 土地への立入等の許可
入会林野等に係る権利関係の近代化の助
長に関する法律

第25条第2項 30日 1 →個票

216 特用林の指定 森林法
第10条の8第1項
第7号

15日 202 →個票

217 自家用林の指定 森林法
第10条の8第1項
第8号

15日 203 →個票

218 施業実施協定の認可 森林法 第10条の11第1項 15日 204 →個票

219 施業実施協定の変更の認可 森林法
第10条の11の5第
1項

15日 205 →個票

220 施業実施協定の廃止の認可 森林法
第10条の11の7第
1項

15日 206 →個票

221
共有林の一部の森林所有者が不確知であ
る旨等の公告

森林法 第10条の12の3 30日 1790 →個票
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塩谷町　法適用処分一覧表　【申請に対する処分】

№ 処分の概要 法令名称 根拠条項 備考
標準処理期

間
処分ID(法
適用)

県特例条
例関連

令和７年
度更新

個票

222 森林経営計画の認定 森林法 第11条第5項 20日 207 →個票

223 森林経営計画の変更認定 森林法 第12条第2項 20日 208 →個票

224 火入れの許可 森林法 第21条第1項 15日 209 →個票

225
森林施業に関する測量又は実地調査のた
めの他人の土地への立入又は立木竹伐採
の許可

森林法 第49条第1項 30日 210 →個票

226
森林病害虫等の駆除・予防のための他人
の土地への立入の許可

森林法 第49条第6項 15日 211 →個票

227 設立の認可 商工会法 第23条第1項 30日 3026 ○ →個票

228 総会招集の承認 商工会法

第42条第5項(第48
条第5項において
準用する場合を含
む。）

30日 3027 ○ →個票

229 定款の変更の認可 商工会法

第44条第2項(第48
条第5項において
準用する場合を含
む。）

30日 3028 ○ →個票

230 財産処分の方法の認可 商工会法
第54条第1項及び
第2項

30日 3030 ○ →個票

231

農用地利用集積等促進計画の認可(第18条
第2項第1号ロ又は第2号ロに規定する土地
が同条第5項第6号イ又はロに掲げる土地
のいずれかに該当する場合に係るものを除
く。)

農地中間管理事業の推進に関する法律 第18条第1項 30日 3082 ○ 追加 →個票

232 入会林野整備計画の適否の決定
入会林野等に係る権利関係の近代化の助
長に関する法律

第6条第1項(第9条
第4項において準
用する場合を含
む。)

30日 3033 ○ →個票

233 入会林野整備計画の認可
入会林野等に係る権利関係の近代化の助
長に関する法律

第11条第1項 30日 3034 ○ →個票

234 旧慣使用林野整備計画の認可
入会林野等に係る権利関係の近代化の助
長に関する法律

第22条第1項 30日 3035 ○ →個票

235 立木の伐採等の許可 森林法

第34条第1項及び
第2項(これらの規
定を第44条におい
て準用する場合を
含む。)

30日 3036 ○ →個票

236 植栽の義務の例外の認定 森林法施行規則 第72条 30日 3039 ○ →個票

237 生産事業者の登録及び登録証の交付 林業種苗法
第10条第1項及び
第12条第1項

30日 3040 ○ →個票

238 登録証の書替え及び再交付 林業種苗法
第13条第1項及び
第2項

30日 3041 ○ →個票

239
計画が政令で定める基準に適合する旨の
認定

中小小売商業振興法
第4条第1項から第
3項まで及び第6項

30日 3050 ○ →個票

240 認定計画の変更の認定 中小小売商業振興法施行令 第9条第1項 30日 3051 ○ →個票

241
鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許
可並びに許可証の交付

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化
に関する法律

第9条第1項及び
第7項

30日 3055 ○ →個票

242 従事者証の交付
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化
に関する法律

第9条第8項 30日 3056 ○ →個票

243 許可証又は従事者証の再交付
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化
に関する法律

第9条第9項 30日 3057 ○ →個票

244 飼養の登録及び登録票の交付
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化
に関する法律

第19条第1項及び
第3項

30日 3060 ○ →個票

245 登録の有効期間の更新
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化
に関する法律

第19条第5項 30日 3061 ○ →個票

246 登録票の再交付
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化
に関する法律

第19条第6項(第21
条第2項において
準用する場合を含
む。）

30日 3062 ○ →個票

247
販売禁止鳥獣等の販売の許可及び販売許
可証の交付

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化
に関する法律

第24条第1項及び
第5項

30日 3065 ○ →個票

248 販売許可証の再交付
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化
に関する法律

第24条第6項 30日 3066 ○ →個票

249
特別保護地区の区域内における行為の許
可

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化
に関する法律

第29条第7項 30日 3069 ○ →個票

250 猟区の認可
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化
に関する法律

第68条第1項 30日 3071 ○ →個票

251 猟区管理規程の変更等の許可
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化
に関する法律

第71条第1項 30日 3072 ○ →個票

◎建設水道課

252 障害物の伐除のための許可 土地収用法 第14条第1項
1箇月（通知
による平均
日）

316 →個票

253 障害物の伐除の許可 都市計画法
第26条第1項及び
第3項

30日 1541 →個票

254

田園住居地域内の農地の区域内の土地の
形質の変更、建築物の建築その他工作物
の建設又は土石その他の政令で定める物
件の堆積を行う許可

都市計画法 第52条第1項 30日 1801 →個票

255 都市計画協力団体の指定 都市計画法 第75条の5第1項 30日 1818 →個票
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塩谷町　法適用処分一覧表　【申請に対する処分】

№ 処分の概要 法令名称 根拠条項 備考
標準処理期

間
処分ID(法
適用)

県特例条
例関連
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度更新

個票

256
測量又は調査のための土地の立入り等の
認可

土地区画整理法 第72条第1項 30日 311 →個票

257 障害物の伐除の認可 土地区画整理法 第72条第6項 30日 312 →個票

258 建築物等の移転又は除去の認可 土地区画整理法 第77条第8項 30日 313 更新 →個票

259 移転、除去の際の建築物等の使用許可 土地区画整理法 第77条第9項 30日 314 更新 →個票

260
換地を住宅先行建設区内に定められるべき
宅地の指定等

土地区画整理法 第85条の2第5項 30日 315 →個票

261
換地が市街地再開発事業区内に定められ
るべき宅地の指定等

土地区画整理法 第85条の3第4項 30日 469 →個票

262
換地又は共有持分を与える土地を高度利
用推進区内に定められるべき宅地の指定
等

土地区画整理法 第85条の4第5項 30日 470 →個票

263

都市再生歩行者経路協定の認可（法第45
条の13第3項において準用する退避経路協
定、第45条の14第3項において準用する退
避施設協定、第45条の21第3項において準
用する非常用電気等供給施設協定、第73
条第2項において準用する都市再生整備歩
行者経路協定及び第109条の4第3項におい
て準用する立地誘導促進施設協定を含
む。）

都市再生特別措置法 第45条の2第4項 30日 1564 →個票

264

都市再生歩行者経路協定の変更認可（法
第45条の13第3項において準用する退避経
路協定、第45条の14第3項において準用す
る退避施設協定、第45条の21第3項におい
て準用する非常用電気等供給施設協定、
第73条第2項において準用する都市再生整
備歩行者経路協定及び第109条の4第3項
において準用する立地誘導促進施設協定
を含む。）

都市再生特別措置法 第45条の5第1項 30日 1565 →個票

265

都市再生歩行者経路協定の廃止の認可
（法第45条の13第3項において準用する退
避経路協定、第45条の14第3項において準
用する退避施設協定、第45条の21第3項に
おいて準用する非常用電気等供給施設協
定、第73条第2項において準用する都市再
生整備歩行者経路協定及び第109条の4第
3項において準用する立地誘導促進施設協
定を含む。）

都市再生特別措置法 第45条の9第1項 30日 1566 →個票

266

一の所有者による都市再生歩行者経路協
定の認可（法第45条の13第3項において準
用する退避経路協定、第45条の14第3項に
おいて準用する退避施設協定、第45条の21
第3項において準用する非常用電気等供給
施設協定、第73条第2項において準用する
都市再生整備歩行者経路協定及び第109
条の4第3項において準用する立地誘導促
進施設協定を含む。）

都市再生特別措置法 第45条の11第1項 30日 1567 →個票

267 都市利便増進協定の認定 都市再生特別措置法 第74条第1項 30日 1588 →個票

268 都市利便増進協定の変更認定 都市再生特別措置法 第76条第1項 15日 1589 →個票

269 低未利用土地利用促進協定の認可 都市再生特別措置法 第80条の3第4項 30日 1764 更新 →個票

270 低未利用土地利用促進協定の変更認可 都市再生特別措置法 第80条の5 15日 1765 →個票

271

宅地造成等工事規制区域の指定等に係る
基礎調査のための土地の試掘等の許可
（第87条の2第1項において市町村の長が処
理することとされる宅地造成及び特定盛土
等規制法第6条第1項の適用）

都市再生特別措置法 第87条の2第1項 30日 1868 →個票

272

宅地造成等に関する工事の許可（第87条の
2第1項において市町村の長が処理すること
とされる宅地造成及び特定盛土等規制法第
12条第1項の適用）

都市再生特別措置法 第87条の2第1項 30日 1869 →個票

273

工事計画の変更の許可（第87条の2第1項
において市町村の長が処理することとされ
る宅地造成及び特定盛土等規制法第16条
第1項の適用）

都市再生特別措置法 第87条の2第1項 30日 1870 →個票

274

宅地造成又は特定盛土等に関する工事完
了の検査及び検査済証の交付（第87条の2
第1項において市町村の長が処理することと
される宅地造成及び特定盛土等規制法第
17条の適用）

都市再生特別措置法 第87条の2第1項 30日 1882 →個票

275
開発行為の許可（第93条第1項において市
町村の長が処理することとされる都市計画
法第29条第1項の適用）

都市再生特別措置法 第93条第1項 30日 1683 →個票

276
開発行為の変更許可（第93条第1項におい
て市町村の長が処理することとされる都市
計画法第35条の2第1項の適用）

都市再生特別措置法 第93条第1項 30日 1684 →個票

277
工事完了の検査（第93条第1項において市
町村の長が処理することとされる都市計画
法第36条第2項の適用）

都市再生特別措置法 第93条第1項 30日 1685 →個票

278

開発許可を受けた開発区域内の土地にお
ける公告前の建築物の建築等の特例承認
（第93条第1項において市町村の長が処理
することとされる都市計画法第37条ただし
書の適用）

都市再生特別措置法 第93条第1項 30日 1686 →個票
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279

建築物の建蔽率等の指定の特例許可（第
93条第1項において市町村の長が処理する
こととされる都市計画法第41条第2項ただし
書の適用）

都市再生特別措置法 第93条第1項 30日 1687 →個票

280

開発許可を受けた土地における建築等の
特例許可（第93条第1項において市町村の
長が処理することとされる都市計画法第42
条第1項ただし書の適用）

都市再生特別措置法 第93条第1項 30日 1688 →個票

281

開発許可を受けた土地以外の土地におけ
る建築等の許可（第93条第1項において市
町村の長が処理することとされる都市計画
法第43条第1項の適用）

都市再生特別措置法 第93条第1項 30日 1689 →個票

282
開発許可に基づく地位の承継の承認（第93
条第1項において市町村の長が処理するこ
ととされる都市計画法第45条の適用）

都市再生特別措置法 第93条第1項 30日 1690 →個票

283
跡地等管理等協定の締結の認可及び変更
認可

都市再生特別措置法

第111条第4項（第
113条において準
用する場合を含
む。）

30日 1691 更新 →個票

284 都市再生推進法人の指定 都市再生特別措置法 第118条第1項 30日 1304 →個票

285
公園管理者以外の公園施設の設置管理の
許可・変更の許可

都市公園法 第5条第2項 30日 285 →個票

286 設置等予定者の選定 都市公園法 第5条の4第3項 30日 1795 →個票

287 公募設置等計画の認定 都市公園法 第5条の5第1項 30日 1796 →個票

288 公募設置等計画の変更の認定 都市公園法 第5条の6第1項 30日 1797 →個票

289 地位の承継の承認 都市公園法 第5条の8 30日 1798 →個票

290 都市公園の占用許可 都市公園法 第6条第1項 30日 286 →個票

291 都市公園の占用許可の変更 都市公園法 第6条第3項 30日 287 →個票

292
公園予定地における公園管理者以外の公
園施設の設置管理の許可・変更の許可（第
5条の準用）

都市公園法 第33条第4項 30日 288 →個票

293
公園予定地の占用許可・変更の許可（第6
条の準用）

都市公園法 第33条第4項 30日 289 →個票

294
中心市街地共同住宅供給事業の計画の認
定

中心市街地の活性化に関する法律 第22条第1項 30日 1315 →個票

295 認定計画の変更認定 中心市街地の活性化に関する法律 第25条第1項 20日 1316 →個票

296 地位の承継の承認 中心市街地の活性化に関する法律 第27条 30日 1317 →個票

297 中心市街地整備推進機構の指定 中心市街地の活性化に関する法律 第61条第1項 30日 1320 →個票

298 景観地区内の建築物計画の認定 景観法 第63条第1項
30日以内
(法第63条
第2項)

375 更新 →個票

299
仮設建築物又は仮設工作物に対する制限
の緩和存続の許可

景観法 第77条第3項 30日 376 更新 →個票

300 道路管理者以外の者が行う工事の承認 道路法 第24条 30日 263 更新 →個票

301 道路の占用の許可 道路法 第32条第1項 30日 264 更新 →個票

302 道路の占用の変更の許可 道路法 第32条第3項 30日 265 更新 →個票

303 入札占用計画の認定 道路法 第39条の5第1項 30日 1713 →個票

304 入札占用計画の変更の認定 道路法 第39条の6第1項 15日 1714 →個票

305
占用入札を行つた場合における道路の占
用の許可

道路法 第39条の7第1項 30日 1715 →個票

306 限度超過車両の通行許可 道路法 第47条の2第1項 30日 266 →個票

307 歩行者利便増進計画の認定 道路法 第48条の26第1項 30日 1883 →個票

308 歩行者利便増進計画の変更の認定 道路法 第48条の27第1項 15日 1884 →個票

309
公募を行つた場合における道路の占用の
許可

道路法 第48条の28第1項 30日 1885 →個票

310 地位の承継の承認 道路法 第48条の29 30日 1886 →個票

311 車両の停留の許可 道路法 第48条の32第1項 30日 1887 →個票

312 車両の停留の変更の許可 道路法 第48条の32第3項 30日 1888 →個票

313 自動車専用道路との連結の許可 道路法 第48条の5第1項 30日 267 →個票

314 自動車専用道路との連結の変更許可 道路法 第48条の5第3項 30日 268 →個票

315 道路協力団体の指定 道路法 第48条の60第1項 30日 1762 →個票

316
区域決定後、権原取得前の形質変更等の
許可

道路法 第91条第1項 30日 269 →個票
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317
道路予定区域における占用許可、占用の変
更許可（第32条第1項及び第3項の準用）

道路法 第91条第2項 30日 270 更新 →個票

318 特殊車両の通行認定 車両制限令 第12条 30日 175 →個票

319 沿道整備推進機構の指定 幹線道路の沿道の整備に関する法律 第13条の2第1項 30日 1340 →個票

320 集約都市開発事業計画の認定 都市の低炭素化の促進に関する法律 第9条第1項 30日 1639 更新 →個票

321 集約都市開発事業計画の変更の認定 都市の低炭素化の促進に関する法律 第11条第1項 30日 1640 →個票

322 地位の承継の承認 都市の低炭素化の促進に関する法律 第13条 30日 1641 →個票

323 樹木等管理協定の締結の認可 都市の低炭素化の促進に関する法律 第38条第4項 30日 1799 更新 →個票

324
河川管理者以外の者の施行する工事等の
承認

河川法
第100条において
準用する第20条

10日（通知
による。）

5 →個票

325 流水占用の許可 河川法
第100条において
準用する第23条

新規16日
（県土整備
事務所経由
日数9日）更
新13日（県
土整備事務
所経由日数
6日）（通知
による。）

6 →個票

326 流水の占用の登録 河川法
第100条において
準用する第23条の
2

30日 1661 →個票

327 土地占用の許可 河川法
第100条において
準用する第24条

新規18日・
更新7日（通
知による。）

7 →個票

328 土石等の採取の許可 河川法
第100条において
準用する第25条

10日（通知
による。）

8 →個票

329 工作物の新築等の許可 河川法
第100条において
準用する第26条第
1項

10日（法第
24条の許可
を伴う場合
は18日）(通
知による。）

9 →個票

330 土地の掘削等の許可 河川法
第100条において
準用する第27条第
1項

10日（法第
24条の許可
を伴う場合
は18日）(通
知による。）

10 →個票

331 竹木の流送の許可等 河川法
第100条において
準用する第28条

未設定（通
知による。）

11 →個票

332 河川管理上支障のある行為の許可等 河川法
第100条において
準用する第29条第
1項

未設定（通
知による。）

12 →個票

333
河川管理上支障のある行為の許可等（2級
河川）

河川法
第100条において
準用する第29条第
2項

未設定（通
知による。）

13 →個票

334 許可工作物の完成検査 河川法
第100条において
準用する第30条第
1項

未設定（通
知による。）

14 →個票

335 許可工作物の完成前の使用の承認 河川法
第100条において
準用する第30条第
2項

未設定（通
知による。）

15 →個票

336 権利譲渡の承認 河川法
第100条において
準用する第34条第
1項

6日（通知に
よる。）

16 →個票

337 損失補償前の流水の貯留又は取水の決定 河川法
第100条において
準用する第43条第
1項

30日 17 →個票

338 ダム操作規程の承認 河川法
第100条において
準用する第47条第
1項

30日 18 →個票

339 渇水時における水利使用の特例の承認 河川法
第100条において
準用する第53条の
2第1項

審査基準を
満たしてい
る場合には
直ちに承認
（通知によ
る。）

19 →個票

340 河川保全区域内の行為の許可 河川法
第100条において
準用する第55条第
1項

10日（通知
による。）

20 →個票

341 河川予定地内の行為の許可 河川法
第100条において
準用する第57条第
1項

10日（通知
による。）

21 →個票

342 河川保全立体区域における行為の許可 河川法
第100条において
準用する第58条の
4第1項

10日（通知
による。）

477 →個票

343 河川予定立体区域における行為の許可 河川法
第100条において
準用する第58条の
6第1項

10日（通知
による。）

478 →個票

344 河川協力団体の指定 河川法
第100条において
準用する第58条の
8第1項

30日 1651 →個票
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塩谷町　法適用処分一覧表　【申請に対する処分】

№ 処分の概要 法令名称 根拠条項 備考
標準処理期

間
処分ID(法
適用)

県特例条
例関連

令和７年
度更新

個票

345
特定優良賃貸住宅の建設に要する費用の
補助

特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する
法律

第12条 30日 275 →個票

346 家賃の減額に要する費用の補助
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する
法律

第15条 30日 276 →個票

347 障害物の伐除の許可 住宅地区改良法
第21条第1項及び
第3項

30日 5116 →個票

348 基礎調査のための障害物の伐除の許可 宅地造成及び特定盛土等規制法 第6条第1項 30日 241 →個票

349 優良田園住宅建設計画の認定 優良田園住宅の建設の促進に関する法律 第4条第1項 30日 510 →個票

350 優良田園住宅建設計画の変更の認定 優良田園住宅の建設の促進に関する法律 第4条第6項 15日 511 →個票

351 土地の試掘等の許可 都市計画法 第26条第1項 30日 3009 ○ →個票

352
市街地開発事業等予定区域の建築等の許
可

都市計画法 第52条の2第1項 30日 3010 ○ →個票

353 建築の許可 都市計画法 第53条第1項 30日 3011 ○ →個票

354 障害となる土地の形質の変更等の許可 都市計画法 第65条第1項 30日 3012 ○ →個票

355

宅地以外の土地を管理する者の承認(国土
交通省所管の国有財産(河川法第100条第1
項に規定する準用河川の用に供されている
もの及び道路法第8条第1項に規定する市
町村道の用に供されているもの(同法第92
条第1項の規定により不用物件となったもの
を含む。)で、県が管理するものに限る。)に
限る。)

土地区画整理法

第7条(第17条及び
第51条の5におい
て準用する場合を
含む。)

30日 3014 ○ →個票

356 建築行為等の許可 土地区画整理法 第76条第1項 30日 3015 ○ →個票

357
専用水道の布設工事に係る基準適合の確
認

水道法 第32条 30日 3074 ○ →個票

◎教育委員会事務局　学校教育課

358
小学校、中学校等への就学義務の猶予又
は免除

学校教育法 第18条 30日 1131 →個票

359 小学校又は中学校の変更 学校教育法施行令 第8条 30日 24 →個票

360 区域外就学等 学校教育法施行令 第9条 30日 25 →個票

361 公私連携法人の指定
就学前の子どもに関する教育、保育等の総
合的な提供の推進に関する法律

第34条第1項 30日 1708 更新 →個票

◎教育委員会事務局　生涯学習課

362 学校施設利用の許可 社会教育法 第45条第1項 7日 174 →個票

363 文化財保存活用支援団体の指定 文化財保護法 第192条の2第1項 30日 1859 →個票

◎選挙管理委員会事務局 

364
事務の監査の請求代表者証明書の交付
（第91条第2項の準用）

地方自治法施行令 第99条 15日 251 →個票

365
議会の解散の請求代表者証明書の交付
（第91条第2項の準用）

地方自治法施行令 第100条 15日 252 →個票

366 施設の使用に要する費用の承認 地方自治法施行令 第107条第3項 30日 253 →個票

367
議会の議員の解職の請求代表者証明書の
交付（第91条第2項の準用）

地方自治法施行令 第110条 15日 254 →個票

368
施設の使用に要する費用の承認（第107条
第3項の準用）

地方自治法施行令 第113条 30日 255 →個票

369
長の解職の請求代表者証明書の交付（第
91条第2項の準用）

地方自治法施行令 第116条 15日 256 →個票

370
施設の使用に要する費用の承認（第107条
第3項の準用）

地方自治法施行令 第116条の2 30日 257 →個票

371
施設の使用に要する費用の承認（第116条
の2・第107条第3項の準用）

地方自治法施行令 第120条 30日 258 →個票

372
副知事等の解職の請求代表者証明書の交
付（第91条第2項の準用）

地方自治法施行令 第121条 15日 259 →個票

373 合併協議会設置請求代表者証明書の交付 市町村の合併の特例に関する法律施行令 第1条第2項 7日 374 →個票

374 投票実施請求代表者証明書の交付 市町村の合併の特例に関する法律施行令 第13条第2項 7日 491 →個票

375 同一請求代表者証明書の交付 市町村の合併の特例に関する法律施行令 第27条第4項 7日 492 →個票

◎農業委員会事務局 

376 農地等の権利移動の許可 農地法 第3条第1項 40日 328 更新 →個票

377 農地の転用の許可 農地法 第4条第1項 30日 1757 更新 →個票

378
農地又は採草放牧地の転用のための権利
移動の許可

農地法 第5条第1項 30日 1758 更新 →個票

379 特定農地貸付けに関する承認
特定農地貸付けに関する農地法等の特例
に関する法律

第3条第3項 30日 273 →個票

380
特定農地貸付けの変更の承認（第3条第3
項の準用）

特定農地貸付けに関する農地法等の特例
に関する法律施行令

第4条第1項 30日 274 →個票

◎担当部署未定
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塩谷町　法適用処分一覧表　【申請に対する処分】

№ 処分の概要 法令名称 根拠条項 備考
標準処理期

間
処分ID(法
適用)

県特例条
例関連

令和７年
度更新

個票

381 開示請求に対する決定 個人情報の保護に関する法律 第82条

開示請求が
あった日か
ら30日以内
（第83条第1
項）、施行
条例に定め
がある場合
は、それに
よる。

1933 →個票

382 訂正請求に対する決定 個人情報の保護に関する法律 第93条

訂正請求が
あった日か
ら30日以内
（第94条第1
項）、施行
条例に定め
がある場合
は、それに
よる。

1934 →個票

383 利用停止請求に対する決定 個人情報の保護に関する法律 第101条

利用停止請
求があった
日から30日
以内（第102
条第1項）、
施行条例に
定めがある
場合は、そ
れによる。

1935 →個票

384 指定納付受託者の指定 地方自治法
第231条の2の3第
1項

90日 1900 更新 →個票

385 指定公金事務取扱者の指定 地方自治法 第243条の2第1項 90日 1949 追加 →個票

386 認可地縁団体の合併の認可 地方自治法
第260条の39第3
項

30日 1929 →個票

387 指定地域共同活動団体の指定 地方自治法
第260条の49第2
項

30日 1966 追加 →個票

388 指定公金事務取扱者の指定 地方公営企業法 第33条の2 90日 1975 追加 →個票

389
特定法人に対する農地等の権利移動の許
可

構造改革特別区域法 第24条第1項 30日 1936 →個票

390 風致地区内における行為の許可
風致地区内における建築等の規制に係る
条例の制定に関する基準を定める政令

第3条第1項 30日 5016 →個票

391

土石の堆積に関する工事完了の確認及び
確認済証の交付（第87条の2第1項において
市町村の長が処理することとされる宅地造
成及び特定盛土等規制法第17条第4項の
適用）

都市再生特別措置法 第87条の2第1項 30日 1931 →個票

392

宅地造成又は特定盛土等に関する工事の
中間検査（第87条の2第1項において市町村
の長が処理することとされる宅地造成及び
特定盛土等規制法第18条の適用）

都市再生特別措置法 第87条の2第1項 30日 1932 →個票

393
所有者不明土地利用円滑化等推進法人の
指定

所有者不明土地の利用の円滑化等に関す
る特別措置法

第47条第1項 30日 1922 →個票

394 空家等管理活用支援法人の指定 空家等対策の推進に関する特別措置法 第23条第1項 30日 1944 →個票

395 管理計画の認定
マンションの管理の適正化の推進に関する
法律

第5条の3第1項 30日 1937 →個票

396 管理計画の認定の更新
マンションの管理の適正化の推進に関する
法律

第5条の6第1項 30日 1938 →個票

397 管理計画の変更の認定
マンションの管理の適正化の推進に関する
法律

第5条の7第1項 30日 1939 →個票

398 指定認定事務支援法人の指定
マンションの管理の適正化の推進に関する
法律施行令

第1条第1項 30日 1942 →個票

399 先端設備等導入計画の認定 中小企業等経営強化法 第52条第1項 30日 1897 →個票

400 先端設備等導入計画の変更の認定 中小企業等経営強化法 第53条第1項 30日 1898 →個票

401
有機農業を促進するための栽培管理に関
する協定締結の認可

環境と調和のとれた食料システムの確立の
ための環境負荷低減事業活動の促進等に
関する法律

第31条第1項 30日 1917 →個票

402 協定の変更の認可
環境と調和のとれた食料システムの確立の
ための環境負荷低減事業活動の促進等に
関する法律

第34条第1項 30日 1918 →個票

403 協定の廃止の認可
環境と調和のとれた食料システムの確立の
ための環境負荷低減事業活動の促進等に
関する法律

第36条第1項 30日 1919 →個票

404 地域脱炭素化促進事業計画の認定 地球温暖化対策の推進に関する法律 第22条の2第3項 30日 1914 →個票

405 地域脱炭素化促進事業計画の変更の認定 地球温暖化対策の推進に関する法律 第22条の3第1項 15日 1915 →個票

406 熱中症対策普及団体の指定 気候変動適応法 第23条第1項 30日 1960 追加 →個票

407 熱中症対策普及団体の名称等の変更 気候変動適応法施行規則 第8条第1項 15日 1963 追加 →個票
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